
調　　査 

指定及び 
公　　示 

指定区域 
の 管 理 

・「有害物質使用特定施設」（水質汚濁防止法）に係る工場・事業場
の敷地であった土地 
・土壌汚染により人の健康被害が生ずる恐れがあるものとして政令で
定める基準（周辺の地下水汚染など）に該当すると都道府県知事が
認める土地 

・指定区域の土壌汚染により健
康被害が生ずる恐れがあると
認められる（政令の基準に該当）
ときは,都道府県が土地所有者
又は汚染原因者に対し,汚染
の除去等の措置の実施を命令 

・指定区域において土地の形
質変更をしようとする者は,都
道府県知事に届出 

調査・報告（実施主体は土地所有者等） 

指定区域 

措置の実施 
汚染の除去が実施された場合, 
指定区域の指定を解除・公示 

都道府県が指定・公示するとともに,台帳に記載して公衆に閲覧 

土壌の汚染状態が環境省令で定める基準に適合 する〔非指定区域〕 

しない 

汚染の除去等措置 土地の形質の変更の制限 

調査ステップ 1 
資料調査 

・土地履歴調査で土壌汚染の可能性がある土地か確認 

調査ステップ 2 
①資料調査 
②土壌調査 

 

・調査範囲の確認：施設の配置,対象物質取扱場所等 

・概況調査（汚染の有無の確認）：調査ポイント1地点/900ｍ2

調査ステップ 3 
土壌調査 

・詳細調査（汚染,措置範囲の確認）：調査ポイント1地点/100ｍ2

調査ステップ2で汚染が確認された場合 

調査ステップ 1 
①資料調査 
②土壌調査 

 

・土地履歴調査で汚染の可能性がある土地か確認 

・周辺地下水汚染状況調査（自治体等の地下水質調査の確認） 

土壌調査 ・「売却する社有地」及び「購入する用地」の調査ステップ2

周辺の汚染が当社と関連性がある場合 

周辺で汚染が確認された場合 

当社との関連性 

「土壌汚染対策法」のしくみ 

「売却する社有地」及び「購入する用地」の土壌汚染調査 

「既存の社有地」の土壌汚染調査 

■土壌汚染対策 2

近年，工場跡地等の再開発･売却

の際における土壌汚染問題が顕

在化し，土壌汚染対策の法制化へ

の社会的要請が強まってきたため，

2003年2月15日から「土壌汚染

対策法」が施行されました。

法による土壌汚染調査の対象は，

・ 使用が廃止された「有害物質

使用特定施設」に係る工場･事業

場の敷地であった土地

・ 土壌汚染により人の健康被

害が生ずる恐れがあるものと

して政令で定める基準（周辺の

地下水汚染など）に該当すると

都道府県知事が認める土地

とされています。

土壌汚染対策法の概要 

九州電力には法における汚染状

況調査の対象となる土地はないと

考えられますが，社有地の売却，用

地の購入に当たっては，土壌汚染

によるリスクが考えられるため，

土壌汚染の可能性がある土地につ

いては土壌汚染調査を実施します。

また，「既存の社有地」についても，

予防的措置として，土壌汚染の可

能性がある土地について，周辺の

地下水汚染状況を調査（国や自治

体等の公表資料調査）し，汚染が

確認された場合，当社との関連性

を検討し，九州電力の原因による

汚染である場合，土壌調査を実施

します。

土壌汚染調査 
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